
第  ２ ８  期
定 時 株 主 総 会
招 集 ご 通 知

証券コード  9517

　

日  時

　

2026年６月26日（金曜日）
午前10時

場  所

　

東京都中央区京橋２丁目２番１号　京橋エドグラン22階
ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ京橋　ホール22Ｃ
※ご来場の際は末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますよう、お願い申しあげます。

決  議
事  項

　

第１号議案　剰余金処分の件
第２号議案　定款一部変更の件
第３号議案　取締役８名選任の件

　

イーレックス株式会社



株主の皆さまへ

　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　当社第28期定時株主総会を、2026年６月26日
（金曜日）に開催いたしますので、ここに招集ご通知
をお届けいたします。
　なお当社は、株主総会資料の電子提供措置をとっ
ておりますが、基準日までに書面交付請求をされた
株主の皆さまには、従来どおり株主総会資料を書面
でお送りいたしております。
　ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

代表取締役社長

本 名　均
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証券コード　9517
（発送日） 2026年６月５日

（電子提供措置の開始日）2026年５月29日

株　主　各　位
東 京 都 中 央 区 京 橋 二 丁 目 ２ 番 １ 号
イ ー レ ッ ク ス 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 本 名 　 均

　当社ウェブサイト
　https://www.erex.co.jp/ir/stock/meeting/

　東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第28期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第28期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し
あげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、下記当社ウェブサイトに「第28期定時株主総会招集ご通知」として
掲載しておりますので、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトに
も掲載しております。下記東証のウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「イー
レックス」又は「コード」に「9517」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に
選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

　なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）またはインターネット等による方法によって議決
権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年
６月25日（木曜日）午後５時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

－ 1 －



１．日 時 2026年６月26日（金曜日）午前10時
２．場 所 東京都中央区京橋２丁目２番１号　京橋エドグラン22階

ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ京橋　ホール22Ｃ
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第28期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類
監査結果報告の件

２．第28期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役８名選任の件

 

記

以　上

〇書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示が
ない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

〇インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効な
ものとしてお取り扱いいたします。

〇書面（郵送）とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等に
よる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

○当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申
しあげます。

○当日、お土産はご用意しておりません。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
〇電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁インターネット上の各ウェブサイトにおいてその旨

並びに修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
〇書面交付請求をされた株主さまには、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしま

すが、当該書面は、法令及び当社定款第14条第２項の規定に基づき、次に掲げる事項を除いてお
ります。なお、監査役および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

　①　事業報告の「業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要」
　②　連結計算書類の「連結持分変動計算書」「連結注記表」
　③　計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
〇株主総会当日の議事につきましては、後日（6月末を予定）、インターネット上の当社IRサイト

（https://www.erex.co.jp/ir/）から動画で、ご覧いただけます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネット等で議決権
を行使される場合

本招集ご通知と合わせてお送りする
議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

下記案内に従い、本招集ご通知と合
わせてお送りする議決権行使書用紙
に議案に対する賛否をご表示の上、
切手を貼らずにご投函ください。

次頁の案内に従って、議案の賛否を
ご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年６月26日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

2026年６月25日（木曜日）
午後５時30分到着分まで

2026年６月25日（木曜日）
午後５時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１・２号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第３号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

１．書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものと
してお取り扱いいたします。

２．インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
３．書面（郵送）とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使とし

てお取り扱いいたします。
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インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。２

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。１

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード
見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネット等による議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）

事前にインターネットで議決権行使いただいた
株主の皆さまには、議案の賛否に関わらず、
抽選で100名様に電子ギフト（500円相当）を
贈 呈 い た し ま す 。 応 募 方 法 は こ ち ら

⇒
　　　　　　　　
https://youtu.be/Vxj8vOCGMQ8

機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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（ご参考）

業績ハイライト

売上高

1,691億円
前年比
98.8％

営業利益

75億円
前年比
105.3％

税引前利益

89億円
前年比
141.8％

親会社の所有者に
帰属する当期利益

53億円
前年比
251.7％

小売事業及び燃料事業が順調に拡大。税引前利益
および親会社の所有者に帰属する当期利益は、大幅増益。

●�売上高は概ね計画通り。営業利益は、海外事業が下振れも、小売事業およ
び燃料事業が順調に拡大し修正計画達成。税引前利益および親会社の所有
者に帰属する当期利益は一時的要因により上振れ。

●�中長期の収益ドライバーとなる海外事業や蓄電池事業は着実に進捗。収益
化フェーズに移行。

2026年３月期の振り返り
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件
　株主の皆さまへの還元につきましては、当社における重要な経営課題と認識し、短期的な利益変動
要因を除いて、利益水準、業績見通し及び財務状況等を踏まえた上で、安定的かつ継続的な還元に努
めることを基本方針としております。
　当期の期末配当につきましては、本方針を踏まえ当期連結業績、今後の事業展開及び設備投資等を
総合的に勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
（１）配当財産の種類
　　金銭
（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　　当社普通株式１株につき金22円　　総額1,719,365,560円
（３）剰余金の配当が効力を生じる日
　　2026年６月29日
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現行定款 変更案
（目的）
第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的
とする。
(１) 電気、ガス、石油、石炭、バイオマス燃

料、温暖化ガス排出権等の売買取引の媒
介

(２) 電気、ガス、石油、石炭、バイオマス燃
料、温暖化ガス排出権等の売買取引

(３) デリバティブ取引の媒介
(４) エネルギー及び気象情報のコンサルティ

ング及び研究
(５) 電力販売システム、低圧課金システム及

び電力監視システムの設計及び設置
(６) 電気通信事業法に基づく電気通信事業
(７) 前各号に付帯関連する一切の業務

（目的）
第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的
とする。
(１) 電気事業
(２) ガス事業
(３) エネルギー関連の設備及び機械器具の販

売、リース、設置、運転及び保守
(４) 燃料事業
(５) 環境・リサイクル関連事業、産業廃棄物

処理業
(６) 環境価値その他環境・脱炭素に関する権

利の取得及び売買
(７) 電気通信事業法に基づく電気通信事業、

情報処理・情報提供サービス業及び通信
販売業

(８) 倉庫業、一般貨物自動車運送事業及び貨
物利用運送事業

(９) 前各号の事業及び環境保全に関するエン
ジニアリング、コンサルティング及び技
術・ノウハウ・情報の販売

(10) 前各号に附帯又は関連する一切の業務

第２号議案　定款一部変更の件
１　変更の理由
　当社の目的事項について、当社及び当社子会社の現状の事業内容、及び今後の事業展開を踏ま
え、事業目的を再整理し、明確化したことから、第２条（目的）を一部変更します。
２　変更の内容
　変更の内容は以下のとおりです。

（下線は変更部分を示しています）
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候補者
番号

氏名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに
重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式数

再任

男性

１

　

ほ ん

本
な

名
 

　
ひとし

均
（1948年10月28日）

    1973年    4 月 東亜燃料工業株式会社（現ENEOS株式会社）入社
    1997年    4 月 同社事業計画部部長
    2000年    4 月 当社代表取締役副社長
    2012年    4 月 イーレックスニューエナジー株式会社取締役（現任）
    2014年    7 月 イーレックスニューエナジー佐伯株式会社代表取締役社長
    2015年    8 月 佐伯バイオマスセンター株式会社代表取締役社長
    2015年    9 月 イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社（現エバ

ーグリーン・リテイリング株式会社）取締役
    2015年    9 月 イーレックス販売３号株式会社（現エバーグリーン・マーケ

ティング株式会社）代表取締役社長
    2016年    4 月 株式会社沖縄ガスニューパワー取締役
    2016年    6 月 当社代表取締役社長（現任）
    2017年    6 月 EREX SINGAPORE PTE. LTD.取締役
    2017年    7 月 沖縄うるまニューエナジー株式会社代表取締役社長
    2021年    9 月 イーレックス・バイオマス・マネジメント株式会社代表取締役社長（現任）

560千株

（取締役候補者とした理由）
創業間もない2000年に当社の代表取締役に就任して以来、20年以上にわたり当社グループの経営を指揮し、当社
業務に精通しております。また2016年からは代表取締役社長として強いリーダーシップで当社グループを牽引
し、当社グループを飛躍的に成長させてまいりました。当社グループの持続的な企業価値向上のために引き続き寄
与することができると判断しましたので、取締役として適任であると考えております。

第３号議案　取締役８名選任の件
　本総会終結の時をもって、取締役８名全員が任期満了となります。つきましては、取締役８名の選
任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番号

氏名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに
重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式数

再任

男性

２

　

か く

角
た

田
 

　
と も

知
き

紀
（1964年７月14日）

    1989年    4 月 東亜燃料工業株式会社（現ENEOS株式会社）入社
    2013年    3 月 同社執行役員和歌山工場長
    2016年    1 月 KHネオケム株式会社執行役員経営企画本部長
    2018年    10月 当社入社
    2018年    10月 当社経営企画部長
    2019年    6 月 当社取締役人事総務部長
    2020年    6 月 当社取締役
    2020年    6 月 佐伯バイオマスセンター株式会社代表取締役社長
    2021年    9 月 イーレックス・バイオマス・マネジメント株式会社取締役（現任）

2023年    5 月 EREX INTERNATIONAL CO., LTD.代表取締役
2023年    6 月 当社常務取締役
2023年    8 月 EREX SINGAPORE PTE. LTD.代表取締役
2023年    9 月 HAU GIANG BIOENERGY JOINT STOCK COMPANY代表取締役
2023年    12月 当社常務取締役海外事業統括部長
2024年    3 月 EREX SAKURA BIOMASS YEN BAI CO., LTD.代表取締役
2024年    3 月 EREX SAKURA BIOMASS TUYEN QUANG CO., LTD.代表取締役
2025年    6 月 当社専務取締役カンボジア事業統括部長（現任）

31千株

（取締役候補者とした理由）
長年のエネルギー業界における経験に基づく高い識見を有しており、当社に入社して以来、経営企画、人事総務、
燃料調達、海外事業等の業務に携わり、当社事業の発展に貢献してまいりました。当社グループの持続的な企業価
値向上のために引き続き寄与することができると判断しましたので、取締役として適任であると考えております。

再任

男性

３

　

さ い

斉
と う

藤
 

　
やすし

靖
（1971年11月23日）

    1995年    4 月 昭和シェル石油株式会社（現出光興産株式会社）入社
    2001年    10月 当社入社
    2018年    6 月 当社取締役営業部長
    2018年    6 月 株式会社沖縄ガスニューパワー代表取締役専務取締役
    2019年    6 月 イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社（現エバ

ーグリーン・リテイリング株式会社）代表取締役社長
    2020年    7 月 当社取締役人事部長
    2021年    3 月 株式会社沖縄ガスニューパワー取締役
    2022年    1 月 当社取締役経営企画部長兼人事部長

2024年    6 月 イーレックスニューエナジー株式会社代表取締役社長
2024年    6 月 イーレックスニューエナジー佐伯株式会社代表取締役社長
2024年    6 月 沖縄うるまニューエナジー株式会社代表取締役社長
2024年    9 月 当社取締役人事部長兼総務部長
2025年    4 月 EREX SAKURA BIOMASS TUYEN QUANG CO., LTD.代表取締役（現任）
2025年    5 月 EREX SAKURA BIOMASS YEN BAI CO., LTD.代表取締役（現任）
2025年    6 月 当社常務取締役ベトナム事業統括部長（現任）
2025年    10月 HAU GIANG BIOENERGY JOINT STOCK COMPANY代表取締役（現任）
2025年    10月 EREX INTERNATIONAL CO., LTD.代表取締役（現任）
2026年    1 月 EREX SINGAPORE PTE. LTD.代表取締役（現任）

100千株

（取締役候補者とした理由）
当社に入社して以来、事業開発、経営企画、営業等の業務に携わり、豊富な業務経験とエネルギー業界における深
い知見に基づき、当社事業の発展と売上伸長に貢献してまいりました。当社グループの持続的な企業価値向上のた
めに引き続き寄与することができると判断しましたので、取締役として適任であると考えております。
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候補者
番号

氏名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに
重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式数

再任

男性

４

　

た

田
な か

中
 

　
と し

稔
み ち

道
（1971年10月25日）

    1994年    4 月 株式会社メイタン・トラディション（現株式会社トラディション日本）入社
    1999年    10月 日短エクスコ株式会社（現日短キャピタルグループ株式会社）入社
    2000年    3 月 当社入社
    2015年    9 月 イーレックス販売３号株式会社（現エバーグリーン・マーケ

ティング株式会社）取締役
    2015年    10月 イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社（現エバ

ーグリーン・リテイリング株式会社）取締役
    2018年    4 月 当社上席執行役員エネルギー市場部長
    2019年    3 月 エバーグリーン・マーケティング株式会社代表取締役社長（現任）
    2019年    6 月 当社取締役
    2020年    7 月 エバーグリーン・リテイリング株式会社代表取締役社長（現任）
    2022年    2 月 株式会社イーセル代表取締役社長
    2022年    7 月 当社取締役小売統括部長
    2023年    3 月 株式会社沖縄ガスニューパワー代表取締役

2023年    12月 当社取締役需給戦略室長
2024年    6 月 株式会社沖縄ガスニューパワー取締役（現任）
2025年    6 月 当社常務取締役SCR室長（現任）
2025年    6 月 株式会社イーセル取締役（現任）

72千株

（取締役候補者とした理由）
当社に入社して以来、事業開発、経営企画、営業等の業務に携わり、豊富な業務経験とエネルギー業界における深
い知見に基づき、当社事業の発展と売上伸長に貢献してまいりました。当社グループの持続的な企業価値向上のた
めに引き続き寄与することができると判断しましたので、取締役として適任であると考えております。

新任

男性

５

　

さかい

堺
 

　
だ い

大
す け

祐
（1964年９月18日）

1987年    4 月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入社
2006年    12月 東洋経済印刷株式会社代表取締役社長
2013年    1 月 相鉄エージェンシー株式会社取締役
2013年    7 月 株式会社CHINTAI取締役
2018年    2 月 株式会社エイブル代表取締役社長
2023年    2 月 株式会社エイブルホールディングス代表取締役副社長
2026年    2 月 株式会社エイブルアンドパートナーズ代表取締役社長（現任）

０株

（取締役候補者とした理由）
金融機関および事業会社における経営経験を通じて、企業経営全般に関する豊富な知見と実績を有しておられま
す。これらの経験を活かし、当社グループの持続的な企業価値向上のために寄与することができると判断しました
ので、取締役として適任であると考えております。
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候補者
番号

氏名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに
重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式数

再任

社外

独立

男性

６

　

た

田
む ら

村
 

　
まこと

信
（1966年７月23日）
在任年数：12年６ヶ月

    1990年    4 月 野村證券株式会社入社
    2009年    10月 株式会社四条代表取締役社長（現任）
    2014年    1 月 当社社外取締役（現任）

8千株

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
長年の金融・証券業界における経験に基づく高い識見と経営全般にわたる幅広い知見を有しておられます。引き続
き当社グループの経営戦略等に有益な助言を頂くことで、取締役会の意思決定における妥当性・適正性を確保する
ための役割を期待できると判断しましたので、社外取締役として適任であると考えております。

再任

社外

独立

男性

７

　

き

木
む ら

村
 

　
しげる

滋
（1948年２月18日）

在任年数：7年

    1971年    7 月 東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）入社
2007年    6 月 同社取締役副社長販売営業本部長
    2010年    6 月 同社取締役
    2010年    6 月 電気事業連合会副会長
    2016年    3 月 東亜石油株式会社社外取締役（監査等委員）
    2019年    6 月 当社社外取締役（現任）

8千株

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
長年の電力業界における経験に基づく高い識見と経営全般にわたる幅広い知見を有しておられます。引き続き当社
グループの経営戦略等に有益な助言を頂くことで、取締役会の意思決定における妥当性・適正性を確保するための
役割を期待できると判断しましたので、社外取締役として適任であると考えております。

新任

社外

独立

女性

８

　

み や

宮
か わ

川
 

　
せ

世
つ

津
こ

子
（1966年11月17日）

1989年    4 月 財団法人日本生産性本部入職
1994年    12月 アジア生産性機構事務局入職
    2010年    7 月 同事務局工業部部長

2011年    2 月 経済産業省アジア生産性向上事業企画競争審査委員会委員
2011年    5 月 社団法人産業環境管理協会エコプロダクツ企画委員会委員
2012年    10月 世界経済フォーラムグローバル・アジェンダ委員会委員
2013年11月 東南アジア諸国連合事務局（ASEAN）入職
2013年11月 日・ASEAN統合基金（JAIF）マネジメントチーム所長
    2021年    3 月 アジア生産性機構事務局次長（現任）

０株

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
国際機関においてアジア地域を中心とした産業政策、生産性向上及びサステナビリティに関する豊富な経験と専門
的知見を有しておられます。これらの知見を活かし、取締役会の意思決定における妥当性・適正性を確保するため
の役割を期待できると判断しましたので、社外取締役として適任であると考えております。
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（注１） 所有する当社の株式数には、役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
（注２） 本名　均氏は、当社の子会社であるイーレックス・バイオマス・マネジメント株式会社の代表取締役

であり、当社と当該子会社の間には業務委託契約があるため、特別の利害関係があります。
（注３） 斉藤　靖氏は、当社の子会社であるEREX SINGAPORE PTE. LTD.、EREX INTERNATIONAL 

CO., LTD. 、HAU GIANG BIOENERGY JOINT STOCK COMPANY 、EREX SAKURA 
BIOMASS YEN BAI CO., LTD.及びEREX SAKURA BIOMASS TUYEN QUANG CO., LTD.の
代表取締役であり、当社と当該子会社の間には業務委託契約があるため、特別の利害関係がありま
す。

（注４） 田中　稔道氏は、当社の子会社であるエバーグリーン・マーケティング株式会社及びエバーグリー
ン・リテイリング株式会社の代表取締役であり、当社と当該子会社の間には電力卸等の取引があるた
め、特別の利害関係があります。

（注５） 本名　均氏、斉藤　靖氏及び田中　稔道氏以外の各候補者と当社との間には、特別の利害関係はあり
ません。

（注６） 当社は､会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し､株
主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において､被保険者が負担することになる損害賠償
金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております｡本議案でお諮りする取締
役候補者の全員は、既に当該保険契約の被保険者となっており、再任された場合は引き続き被保険者
となります。なお、保険料は、特約部分も含め全額会社負担としており、被保険者の保険料負担はあ
りません。また当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

（注７） 田村　信氏、木村　滋氏及び宮川　世津子氏は、いずれも社外取締役候補者であります。
（注８） 社外取締役候補者の在任年数は、本総会終結の時における期間となります。
（注９） 当社は、田村　信氏及び木村　滋氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。当社は、両氏の再任が承認された
場合には、引き続き当該契約を継続する予定であります。また当社は、宮川　世津子氏が選任された
場合には、同様の契約を締結する予定であります。

（注10）当社は、田村　信氏及び木村　滋氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ておりま
す。また当社は、宮川　世津子氏が選任された場合には、独立役員として届け出る予定であります。

以上
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( 2025年 ４月 １日から
2026年 ３月 31日まで )
事　業　報　告

１．企業集団の現況
（１）当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度における我が国経済及びエネルギー価格は、堅調な企業業績や設備投資の継続、賃金上
昇等を背景に、2026年２月までは概ね安定的に推移いたしました。一方、エネルギー価格につきまして
は、期末にかけてイラン情勢の急変を受け、大幅に上昇する局面が見られました。もっとも、これらの動
向が当連結会計年度の当社グループ業績に与える影響は限定的なものにとどまりました。一方、当社事業
にとって重要な脱炭素化の潮流につきましては、国内外において引き続き着実に進展しております。
電力小売事業においては、販売電力量が計画を上回るペースで増加したものの、電力の市場価格が前年度
比で低水準に推移した影響を受けました。また、トレーディング事業ではヘッジ取引の減少があり、発電
事業及び燃料事業は増収となったものの、これらの結果、連結売上高は減少いたしました。営業利益につ
きましては、電力小売事業において高圧分野での販売プラン構成比の悪化及び低圧分野での販売費の増加
により利益が減少したほか、海外事業において発電所及び工場の稼働率が低位に推移するなど、マイナス
要因がありました。一方で、国内発電所の安定稼働、燃料の他社向け販売増加、期末における電力市場価
格の上昇に伴う電力デリバティブの評価益、ならびに前期に計上した糸魚川発電所の減損や買付約定評価
引当金の反動等が寄与し、増益となりました。税引前利益につきましては、円安の進行による金融収支の
改善もあり、増益となりました。親会社の所有者に帰属する利益につきましても、非支配持分の減少等も
あり、増益となりました。
　このような状況の中、当連結会計年度における連結経営成績は、売上高は169,170百万円（前年度比△
1.2％）、売上原価は149,686百万円（前年度比△0.7％）となり、売上総利益は19,484百万円（前年度比
△5.0%）となりました。販売費及び一般管理費は13,453百万円（前年度比+23.5％）となり、営業利益
は7,518百万円（前年度比+5.3%）、税引前利益は8,974百万円（前年度比+41.8%）、親会社の所有者に帰
属する当期利益は5,332百万円（前年度比+151.7%）となりました。

　事業別に状況をご説明します。

　電力小売事業については、当社グループの販売子会社であるエバーグリーン・マーケティング株式会社
及びエバーグリーン・リテイリング株式会社を中核として、他に株式会社沖縄ガスニューパワー、株式会
社イーセルが販売を行っております。高圧分野においては、独自性の高いプランを中心とした販売に加
え、顧客ニーズの高い市場連動プランについて新規代理店及び直販チャネルを通じた販売に注力しまし
た。その結果、販売電力量は2,959百万kWhと前年度比21.4％増加しました。売上高は、市場価格の下落
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に伴う販売単価の低下により、58,865百万円（前年度比+4.0％）となりました。利益につきましては、
収益性が相対的に低い市場連動プランのウェイトが高くなったことにより、減少しました。低圧分野にお
いては、不動産等の新規チャネルを通じた顧客獲得に積極的に取り組み、供給件数は268千件と前年度比
8.9％増加しましたが、ティーダッシュ合同会社（当社販売子会社）譲渡（2024年12月）の影響及び一件
当たりの販売電力量の減少により、販売電力量は1,139百万kWh（前年度比△15.8％）となり、市場価格
の下落の影響もあり、売上高は35,647百万円（前年度比△20.3％）となりました。利益につきまして
も、販売費の増加もあり、減少しました。

トレーディング事業については、前年度に引き続き、確定した販売量に対して適正な量と価格で都度調
達する戦略を採用しております。当期においては、市場連動プランの販売増加によりヘッジ取引（小売向
け相対調達）が減少したため取引機会が少なくなり、卸取引数量及び利益は減少しました。

発電事業については、佐伯、豊前、大船渡、中城の各バイオマス発電所が概ね計画通り稼働いたしまし
た。一方で、糸魚川発電所は、電力市況価格等を考慮し、2025年度は休止しております。

燃料事業については、PKSを前年及び計画を下回る価格で調達できたことに加え、他社への販売数量が
増加したことに伴い、売上高及び利益が大きく伸長しました。また、イーレックスグループ初の木質ペレ
ット工場であるベトナム・トゥエンクアンペレット工場で製造した木質ペレットを、国内の他社バイオマ
ス発電所向けに販売しました。

海外事業については、ベトナムで初めて商用化されたハウジャンバイオマス発電所が2025年４月に運
転を開始しました。また、2025年12月には、ベトナム北部２か所のバイオマス発電所の造成工事がほぼ
完了し、起工式を執り行いました。足元では、ボイラー・タービン等の主機を発注し、2027年度末の稼
働開始に向けて取り組んでおります。これら３つの発電プロジェクトは、いずれも環境省のJCM（Joint 
Crediting Mechanism）設備補助事業※１として採択※２されています。加えて、2025年３月に木質ペ
レットの製造を開始したベトナム・トゥエンクアン省の木質ペレット工場から、日本国内の他社バイオマ
ス発電所向けにペレットの供給を行っています（販売は燃料事業に含む）。

また、2025年９月から2026年１月にかけて、ベトナムの国営企業であるベトナム石炭鉱物産業グルー
プ （VIETNAM NATIONAL COAL – MINERAL INDUSTRIES HOLDING CORPORATION 
LIMITED（VINACOMIN））の子会社であるビナコミンパワーホールディングス社が保有する２か所
の既設石炭火力発電所において、木質チップまたは木質ペレットを用いたバイオマス燃料による混焼試験
を実施し、2026年４月16日には、同社と既存石炭火力発電所におけるバイオマス混焼事業の商用化に向
けた共同検討を行う覚書を締結いたしました。

カンボジアにおいては、2026年６月の完工に向けて水力発電所の建設工事が順調に進捗しておりま
す。また、バイオマス発電所及び太陽光発電のプロジェクトについても、2027年度中の運転開始を目標
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に開発を進めております。

販売費及び一般管理費は、糸魚川発電所の休止に伴い原価から振り替えられた費用の増加、前年度にお
ける事業譲渡による一時的な費用減少の反動に加え、販売電力量の増加に伴う代理店報酬の増加及び人員
増に伴う人件費の増加もあり、23.5％増加いたしました。

当社グループは、～持続可能な社会の実現のために～「再生可能エネルギーをコアに電力新時代の先駆
者になる」というビジョンのもと、日本市場のみならず、ベトナムやカンボジアを始めとする東南アジア
諸国においても脱炭素に向けた取り組みを段階的に、かつ着実に具現化し、創業より受け継ぐ「挑む文
化」をもって「総合エネルギー企業」へと進化してまいります。

※１ 二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業では、パートナー国において優れた脱炭素技術等を活用して温室
効果ガス（GHG）の排出量を削減し、GHG排出削減効果の測定・報告・検証を行い、JCMクレジットを発行し、我が国の温
室効果ガス排出削減目標の達成に活用することを目指します。なお、本事業はベトナム政府と日本政府の協力の下、実施され
ています。
※２ ハウジャンバイオマス発電所については、2022年７月１日付「令和４年度「二国間クレジット制度資金支援事業のうち
設備補助事業」の公募における第一回採択案件の決定について」にて公表。ベトナム北部２か所のバイオマス発電所について
は、2024年３月22日付「令和５年度「二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業」における採択について」にて
公表。

②　設備投資の状況
当連結会計年度において実施した設備投資の総額は13,836百万円であり、主なものはベトナム事業

に係る設備であります。

③　資金調達の状況
当連結会計年度中に、当社グループの所要資金として、金融機関より長期借入金として4,500百万円

の調達を行いました。
なお、当社グループは、機動的かつ安定的な資金調達のために、金融機関との間で前年度15,500百

万円から総額18,600百万円へ、コミットメントライン契約の増額を実施いたしました。また、11,000
百万円の当座貸越契約を締結しております。

④　重要な組織再編の状況
該当事項はありません。
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区 分

第 25 期

(2023年３月期)

第 26 期

(2024年３月期)

第 27 期

(2025年３月期)

第 28 期
(当連結会計年度)
(2026年３月期)

日本基準 日本基準 IFRS IFRS IFRS
売上高 (百万円) 296,312 244,977 244,977 171,217 169,170
営業利益又は営業損失（△） (百万円) 15,234 △18,388 △21,949 7,137 7,518
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△）/
親会社の所有者に帰属する当期利益又は親会社
の所有者に帰属する当期損失（△）

(百万円) 9,131 △22,257 △21,347 2,118 5,332

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）/
基本的１株当たり当期利益又は
基本的１株当たり当期損失（△）

(円) 154.29 △375.29 △359.94 28.65 68.36

総資産/資産合計 (百万円) 172,105 145,180 148,611 153,382 170,095
純資産/資本合計 (百万円) 73,953 55,233 55,601 72,480 77,663
１株当たり純資産/
１株当たり親会社所有者帰属持分 (円) 1,046.80 800.07 810.07 823.19 902.11

（２）財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

（注１）第27期より会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準（以下、「IFRS」という。）に準
拠して作成しています。また、ご参考までに第26期のIFRSに準拠した諸数値も併記しております。

（注２）科目等の表記が日本基準とIFRSとで異なる場合は、両方を併記しております。
（注３）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失/基本的１株当たり当期利益又は基本的１株当たり当

期損失は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により算出しております。また、１株当たり純
資産/１株当たり親会社所有者帰属持分は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出してお
ります。
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区 分
第 25 期

(2023年３月期)

第 26 期

(2024年３月期)

第 27 期

(2025年３月期)

第 28 期
(当事業年度)
(2026年３月期)

売上高 (百万円) 254,854 212,528 123,355 127,388
経常利益又は経常損失（△） (百万円) 10,970 △26,119 5,528 5,637
当期純利益又は当期純損失（△）(百万円) 8,014 △17,789 5,461 4,527
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） (円) 135.42 △299.95 73.86 58.04

総資産 (百万円) 110,007 106,452 114,068 125,393
純資産 (百万円) 41,927 30,908 49,539 53,742
１株当たり純資産 (円) 707.74 520.55 635.76 688.76

②　当社の財産及び損益の状況

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数によ
り、１株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
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会社名 資本金 当社の出資
比率（％） 主要な事業内容

イーレックスニューエナジー株式会社 10百万円 100.00 パーム椰子殻を使用
したバイオマス発電

イーレックスニューエナジー佐伯株式会社 10百万円 70.00 パーム椰子殻を使用
したバイオマス発電

沖縄うるまニューエナジー株式会社 10百万円 44.78 パーム椰子殻等を使用
したバイオマス発電

糸魚川発電株式会社 1,006百万円 64.00 石炭火力発電

HAU GIANG BIOENERGY JOINT STOCK COMPANY 2,329億ベトナムドン 49.00 もみ殻を使用した
バイオマス発電

EREX YEN BAI BIOMASS POWER CO., LTD. 4,821億ベトナムドン 100.00 木質残渣を使用した
バイオマス発電

EREX TUYEN QUANG BIOMASS POWER CO., LTD. 3,937億ベトナムドン 100.00 木質残渣を使用した
バイオマス発電

エバーグリーン・リテイリング株式会社 468百万円 65.98 電力小売
エバーグリーン・マーケティング株式会社 504百万円 65.98 電力小売
株式会社沖縄ガスニューパワー 150百万円 80.00 電力小売
株式会社イーセル 10百万円 100.00 電力小売
EREX SINGAPORE PTE. LTD. 5,000千米ドル 100.00 燃料調達
STRAITS GREEN ENERGY SDN. BHD. 6,188千マレーシアリンギット 100.00 燃料調達
イーレックス・バイオマス・マネジメント株式会社 5百万円 67.00 燃料の製造・販売

EREX (CAMBODIA) CO., LTD. 100億カンボジアリエル 100.00 海外水力発電プロジェ
クトの統括・推進

EREX SAKURA BIOMASS YEN BAI CO., LTD. 1,162億ベトナムドン 97.12 燃料開発・生産・販売
EREX SAKURA BIOMASS TUYEN QUANG CO., LTD. 1,162億ベトナムドン 97.12 燃料開発・生産・販売

EREX INTERNATIONAL CO., LTD. 940億ベトナムドン 100.00 経 営 コ ン サ ル テ ィ ン
グﾞ、燃料開発・販売

（３）重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

（注１）特定完全子会社に該当する子会社はありません。
（注２）2025年4月1日付で、佐伯バイオマスセンター株式会社は当社を存続会社とする吸収合併により消滅し

ております。
（注３）2025年7月21日付で、STRAITS GREEN ENERGY PTE. LTD.は清算結了しております。
（注４）2025年7月31日付で、EREX VIETNAM CO., LTD.は清算結了しております。
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（４）対処すべき課題
　中東情勢の影響により燃料価格の変動が大きく、これに伴い電力価格の先行きは不透明な状況が続い
ております。加えて、実体経済への影響も想定され、電力需要についても合理的な見通しを立てること
が困難であることから、2026年度の業績見通しは未定としております。一方で、世界的に異常気象が数
多く発生しており、脱炭素ニーズは継続すると認識しており、下記のように事業拡大に取り組みます。

（電力小売事業）
　高圧分野においては、完全固定プランやハイブリッドプランなど、顧客ニーズの多様化に対応した料
金プランの提案を推進するとともに、既存顧客の料金プランの見直し等による顧客LTV(ライフタイムバ
リュー)の最大化を図り、事業の拡大に取り組んでまいります。あわせて、脱炭素社会の実現に貢献すべ
く、アグリゲーション機能を活用した蓄電池事業、コーポレートPPA、デマンドレスポンス(DR)などの
エネルギーソリューションの提供も強化してまいります。低圧分野においては、全国を網羅する販売ネ
ットワークを最大限に活用し、転入時の新規顧客獲得の強化及び既存顧客の転居に伴う契約継続の促進
に注力してまいります。加えて、付加価値商材の検討・導入を進めるとともに、中長期的な収益基盤の
拡大を見据えた供給件数の増加にも継続的に取り組んでまいります。

（トレーディング事業）
　前期に引き続き、販売電力量に応じて適正な量と価格で都度調達する運用を基本としつつ、電力先物
市場等も活用し、調達・販売に伴う変動リスクの抑制に努めてまいります。また、トレーディングで培
ったノウハウを電力小売事業へ展開し、電力先物等を活用した独自の電力小売販売プランやスキームの
立案・組成に取り組むことで、当社グループの電力小売事業に貢献してまいります。加えて、市況に応
じて相対取引も機動的に活用し、収益の安定化を図ってまいります。

（発電事業）
　国内のバイオマス発電所については、定期修繕の効率化による所要日数の短縮や設備トラブルの防止
を図るため、日常整備を徹底してまいります。

（燃料事業）
　2025年度に稼働を開始したベトナムの自社ペレット工場を含め、さらなる調達ソースの拡大とグルー
プ外の新規取引先の開拓を通じて、バイオマス燃料の安定的な調達・供給に取り組んでまいります。

（海外事業）
　ベトナムにおいては、既に稼働を開始しているハウジャンバイオマス発電所及びトゥエンクアンペレ
ット工場の収益改善に取り組みます。加えて、2025年12月に起工式を行ったイエンバイ（現ラオカイ）
省及びトゥエンクアン省のバイオマス発電所について、2027年度中の稼働開始に向けて引き続き、機器
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の製作、建設を推進します。また、昨年度に混焼試験を実施したビナコミンパワー社が保有する石炭火
力発電所でのバイオマス燃料混焼事業について、早期の事業化を目指してまいります。カンボジアにお
いては、水力発電所が完工間近であり、2026年度中の運転開始を予定しています。加えて、2024年９
月にカンボジア政府の認可を受けた新設バイオマス発電所の建設準備に取り組んでまいります。

（脱炭素戦略）
　当社グループは、上記の事業別の取り組みに加え、中長期的には、海外のバイオマス発電所や石炭火
力発電所によるバイオマス燃料混焼により創出されるカーボンクレジットを獲得する計画です。このカ
ーボンクレジットを日本に持ち込み、2026年4月に日本で開始されたGX-ETS市場の活用等を通じて、
日本のカーボンニュートラルにも貢献してまいります。

【当社の事業戦略】
　AIの普及によるデータセンターの増加や東南アジアの経済成長により国内外の電力需要が増加し供給
力が不足することが懸念されています。また、世界的な脱炭素方針は継続し、地政学リスクの高まりに
よるエネルギー安全保障への対応の機運も高まっています。このような環境下、当社は、供給力・創
出・最適化を一体化したエネルギープラットフォームを構築し、上流から下流までの一貫体制のバリュ
ーチェーンを実現し、収益源の多層化を図ってまいります。
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（５）主要な事業内容（2026年３月31日現在）
当社グループは、「～持続可能な社会実現のために～再生可能エネルギーをコアに電力新時代の先駆

者になる」という 2030年ビジョンのもと、再生可能エネルギーを基軸にして、電力小売事業、発電事
業、燃料事業、トレーディング事業の４つの事業を一体化し、事業を推進しております。これら４事業
の内容は以下のとおりです。また、海外事業にも取り組んでおり、併せて記載しております。

① 　電力小売事業
　当社グループの販売子会社であるエバーグリーン・マーケティング株式会社、エバーグリーン・リテ
イリング株式会社を中核として、株式会社沖縄ガスニューパワー及び株式会社イーセルの4社が、全国の
法人・個人の需要家に対し、電力を販売しております。高圧分野においては、完全固定プラン、ハイブ
リッドプラン等の先駆的なプランの販売に取り組むとともに、脱炭素社会の実現に向けたコーポレート
PPA、DR等のソリューションの提供を行っています。また、低圧分野においては、全国の代理店網を活
用し、市場連動型プランを中心に販売しており、顧客ニーズに合った新しいプランの提案や、転居する
方々へのアプローチを通じて新規顧客の獲得にも取り組んでいます。加えて、アグリゲーション機能を
活用した蓄電池事業にも取り組んでおります。

② 　トレーディング事業
　LNGや原油等のエネルギーや電力の市場価格が大きく変動する中、当社グループの発電所及び相対契
約事業者からの調達を主体として、JEPX等の市場からの調達を柔軟に組み合わせ、安定的かつ価格競争
力のある電力調達に努めております。また、トレーディング事業のノウハウを活かし、電力小売事業に
おける独自プランやスキームの立案、組成にも取り組み、販売に貢献しております。さらに、海外事業
から創出されるクレジットの活用を含め、カーボンクレジット取引を行うことを計画しております。

③ 　発電事業
　当社グループが現在保有する発電所のうち、佐伯、豊前、大船渡及び沖縄の４発電所は、パーム椰子
殻（以下、PKS）や木質ペレットといったバイオマスを燃料とする発電所で、再生可能エネルギーの
FIT制度に基づく事業認定を受けており、当該制度下において発電した電力を当社グループ及び一般送
配電事業者等に販売しております。石炭火力発電所である糸魚川発電所については、電力市場価格の状
況を踏まえ、2026年度も運転を見合わせる予定です。

④ 　燃料事業
　バイオマス発電の先駆者として培ったノウハウを活かし、良質なバイオマス燃料（PKSや木質ペレッ
ト）の安定供給とコスト低減を実現しております。当社グループの発電所向けに加え、他社に販売する
バイオマス燃料を、インドネシア・マレーシア・ベトナム等生産国のサプライヤーから直接または当社
子会社及び商社を通じて調達しております。当社グループでは、インドネシアにPKSの備蓄ヤードを整
備、ベトナムでは木質ペレット工場を運営し、現地生産者との直接交渉により、品質及び価格優位性の
あるバイオマス燃料の安定供給に努めております。
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⑤ 　海外事業
　当社グループでは、東南アジア諸国の脱炭素とエネルギー自給率向上に貢献すべく、再生可能エネル
ギー事業を展開しております。
　ベトナムのハウジャン省においては、当社にとって海外初の発電所であり、かつベトナムとしても初
めてとなる大型の商用バイオマス発電所（発電出力20MW）を運営しています。また、ベトナムのトゥ
エンクアン省の工場で木質ペレットを製造しています。加えて、ベトナム北部のイエンバイ(現ラオカ
イ)省及びトゥエンクアン省において、2027年度中の運転開始に向けてバイオマス発電所（それぞれ発
電出力50MW）の建設を進めております（ハウジャン省は令和４年度、イエンバイ（現ラオカイ）省及
びトゥエンクアン省のバイオマス発電所は令和５年度の環境省「二国間クレジット制度（Joint 
Crediting Mechanism（JCM））資金支援事業のうち設備補助事業」※に採択）。さらに、ベトナムの
石炭火力事業者であるビナコミンパワー社の既設石炭火力発電所において、2025年から2026年にかけ
て実施した実証試験を踏まえ、バイオマス燃料の混焼事業の計画を進めております。カンボジアにおい
ては、水力発電所（発電出力80MW）の建設を進めており、2026年度中には商業運転を開始する予定
です。加えて、バイオマス発電所（発電出力50MW）と太陽光発電（発電出力40MW）がカンボジア
政府の閣僚会議で承認され、2027年度中の運転開始に向けて建設の準備を進めております。

※　優れた脱炭素技術等を活用し、途上国等における温室効果ガス排出量を削減する事業を実施し、測定・報告・検
証（MRV）を行う事業。途上国等における温室効果ガスの削減とともに、JCMを通じて我が国及びパートナー国の
温室効果ガスの排出削減目標の達成に資することを目的とする。優れた脱炭素技術等に対する初期投資費用の２分の
１を上限として補助を行う。なお、本事業はベトナム政府と日本政府の協力の下、実施されている。
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本社 東京都中央区

イーレックスニューエナジー株式会社 本社（東京都中央区）、土佐バイオマ
ス発電所（高知県高知市）

イーレックスニューエナジー佐伯株式会社 本社（東京都中央区）、佐伯バイオマ
ス発電所（大分県佐伯市）

沖縄うるまニューエナジー株式会社 本社、中城バイオマス発電所（沖縄県う
るま市）

糸魚川発電株式会社 本社（新潟県糸魚川市）
HAU GIANG BIOENERGY JOINT STOCK COMPANY 本社（ベトナム）
EREX YEN BAI BIOMASS POWER CO., LTD. 本社（ベトナム）
EREX TUYEN QUANG BIOMASS POWER CO., LTD. 本社（ベトナム）
エバーグリーン・リテイリング株式会社 本社（東京都中央区）
エバーグリーン・マーケティング株式会社 本社（東京都中央区）
株式会社沖縄ガスニューパワー 本社（沖縄県那覇市）
株式会社イーセル 本社（広島県広島市）
EREX SINGAPORE PTE. LTD. 本社（シンガポール）
STRAITS GREEN ENERGY SDN. BHD. 本社（マレーシア）
イーレックス・バイオマス・マネジメント株式会社 本社（東京都中央区）
EREX (CAMBODIA) CO., LTD. 本社（カンボジア）
EREX SAKURA BIOMASS YEN BAI CO., LTD. 本社（ベトナム）
EREX SAKURA BIOMASS TUYEN QUANG CO., LTD. 本社（ベトナム）
EREX INTERNATIONAL CO., LTD. 本社（ベトナム）

（６）主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）
①　当社

②　子会社
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使 用 人 数 前連結会計年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

302名 18名増 44.0歳 5.4年

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

185名 12名増 38.9歳 4.9年

（７）使用人の状況（2026年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注１）使用人数は就業人員であり、企業集団外からの出向受入者を含み、企業集団外への出向者は含ん
でおりません。

（注２）臨時雇用者数は、上記使用人数に含まれております。なお、臨時雇用者は契約社員であります。

②　当社の使用人の状況

（注１）使用人数は、就業人員であり、企業集団外からの出向受入者を含み、企業集団外への出向者は含
んでおりません。

（注２）臨時雇用者数は、上記使用人数に含まれております。なお、臨時雇用者は契約社員であります。

借 入 先 借　　入　　額（百万円）
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 11,833
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 4,525
シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 2,838
株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行 1,304

（８）企業集団の主要な借入先の状況（2026年3月31日現在）

（注）シンジケートローンは、株式会社三井住友銀行を主幹事とする協調融資等によるものであります。

（９）その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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①　発行可能株式総数 163,572,000株

②　発行済株式の総数 78,161,608株（うち自己株式8,628株）

③　株主数 16,077名

株主名 持株数（株） 持株比率（％）
ＵＨＰａｒｔｎｅｒｓ3投資事業有限責任組合 6,643,000 8.49
ＤＡＩＷＡ ＣＭ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＬＴＤ ― NOMINEE 
HIKARITSUSHIN INVESTMENTS ASIA PTE LTD 5,347,300 6.84

J F E エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社 4,391,400 5.61
戸 田 建 設 株 式 会 社 4,391,400 5.61
K I S C O 株 式 会 社 4,000,976 5.11
東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 3,646,500 4.66
株 式 会 社 ク ラ フ テ ィ ア 3,568,700 4.56
株 式 会 社 U H 6 3,543,900 4.53
上 田 八 木 短 資 株 式 会 社 3,310,400 4.23
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,238,400 4.14

株　式　数 交付対象者数
取締役（社外取締役を除く） 66,000株 ５名

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、「（３）会社役員の状況　④取締役及び監査役の報
酬等」に記載しております。

２．会社の現況
（１）株式の状況（2026年３月31日現在）

④　大株主

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況

⑥　その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

（２）新株予約権等の状況
①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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会社における地位 氏　　名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 本 名 　 均 統括、監査部、CN企画部、財務部管掌

専 務 取 締 役 角 田 知 紀
国内発電部、経理部管掌
カンボジア事業統括部長、経理部長委嘱
EREX (CAMBODIA) CO., LTD.　取締役［取締役会議長］

常 務 取 締 役 斉 藤 　 靖

燃料部管掌
ベトナム事業統括部長委嘱
HAU GIANG BIOENERGY JOINT STOCK COMPANY　代表取締役
EREX INTERNATIONAL CO., LTD.　代表取締役
EREX SAKURA BIOMASS YEN BAI CO., LTD.　代表取締役
EREX SAKURA BIOMASS TUYEN QUANG CO., LTD.　代表取締役

常 務 取 締 役 田 中 稔 道

エネルギー市場部、小売統括部、経営企画部、IR広報部、情報シ
ステム部、需給戦略室、人事部、総務部管掌
総務部長委嘱
エバーグリーン・マーケティング株式会社　代表取締役社長
エバーグリーン・リテイリング株式会社　代表取締役社長

取 締 役 平 井 教 夫 特命担当
社 外 取 締 役 田 村 　 信 株式会社四条　代表取締役社長
社 外 取 締 役 守 田 道 明 －
社 外 取 締 役 木 村 　 滋 －
常 勤 監 査 役 草 野 　 健 エバーグリーン・マーケティング株式会社　監査役

エバーグリーン・リテイリング株式会社　監査役
社 外 監 査 役 古 城 　 誠 －
社 外 監 査 役 石 井 絵 梨 子 新幸総合法律事務所　パートナー

いちごホテルリート投資法人　執行役員

（３）会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2026年３月31日現在）

（注１）当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
指定し、同取引所に届け出ております。

（注２）常勤監査役 草野　健氏は、過去において当社の財務・経理業務を担当しており、財務及び会計に関
する相当程度の知見を有しております。
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報酬等の
種類

基本報酬
（金銭報酬）

業績連動報酬
賞与

（金銭報酬）
譲渡制限付株式報酬

（非金銭報酬）

内容 月例で支給される
金額固定の報酬

事業年度の業績目標に向
けて着実に成果を積み上
げるための短期インセン
ティブ報酬

中長期的な企業・株主価
値の向上を目指した経営
を推進するための中長期
インセンティブ報酬

対象 業務執行取締役
社外取締役

業務執行取締役
社外取締役 業務執行取締役

②　責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役及び各社外監査役は、当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づ
き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は､会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結し､株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において､被保険者が負担すること
になる損害賠償金･争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております｡
　役員全員は、当該保険契約の被保険者であり、保険料は特約部分も含め全額会社負担として
おり、被保険者の保険料負担はありません。

④　取締役及び監査役の報酬等
ア．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2022年７月１日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にか
かる決定方針について、一部改定を決議いたしました。
　また取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決
定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していること等を確認しており、
当該決定方針に沿うものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
（a）基本方針

　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に
機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な
水準とすることを基本方針とします。なお、当社の取締役の報酬は、以下の３つから構
成されるものとします。
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区分 基本報酬
（金銭報酬）

賞与
（金銭報酬）

譲渡制限付株式報酬
（非金銭報酬）

取締役 40～100％ 0～40％ 0～40％

社外取締役 70～100％ 0～30％ －

（b）基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の
決定に関する方針を含む。）

　当社の取締役の基本報酬は、会社業績、同業他社の水準等を総合的に勘案した上で、
社内／外の別及び役位毎に基礎報酬額を設定し、これに代表取締役と人事担当取締役間
で協議の上、決定した前事業年度の個人別業績を反映して、個人別の基本報酬額を決定
するものとします。

（c）業績連動報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与え
る時期または条件の決定に関する方針を含む。）

　業績連動報酬は、賞与及び譲渡制限付株式報酬とします。賞与については、前事業年
度に業績目標として掲げた税引前利益の達成度合及び前事業年度の個人別業績等に基づ
き決定された額を毎事業年度一定の時期に支給します。
　譲渡制限付株式報酬については、株主総会で定められた報酬枠の範囲内で、一定の譲
渡制限期間（３年以上で当社取締役会が定める期間）が経過する時まで処分等を認めな
い譲渡制限付株式を交付します。譲渡制限付株式の交付のために対象となる取締役に対
し支給する金銭報酬債権の額は、毎事業年度、取締役会が決定し、一定の時期に支給し
ます。
　なお、交付する譲渡制限付株式の数は、社外取締役も出席した取締役会において決定
した内規に基づき決定します。具体的には、各事業年度における前事業年度に業績目標
として掲げた税引前利益に対する達成度に応じて80％から130％の間で段階的に定め
られた株式数とします。
（注）当社グループは、2025年３月期より国際会計基準（IFRS）を任意適用しております。そ

れに伴い、業績連動報酬の算定における業績指標は、日本基準の「連結経常利益」に相当
するIFRSの「税引前利益」を用いるものとします。

（d）基本報酬及び業績連動報酬等の額の、取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決
定に関する方針

　取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業
態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬
の比率が高まる構成とします。
　なお、報酬等の種類ごとの比率に係る目安は、会社業績等に応じ業績報酬が変動する
ため、役員の区分に応じて概ね以下のとおりとします。

（注）基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含んで比率を表示しております。
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区分
報酬等の

総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）

対象となる
役員の員数基本報酬

(金銭報酬)

業績連動報酬

賞与
(金銭報酬)

譲渡制限付
株式報酬

(非金銭報酬)
取締役
（うち社外取締役）

433
（47）

313
（43）

77
（4）

43
（－）

9
（3）

監査役
（うち社外監査役）

35
（15）

30
（13）

5
（3）

－
（－）

3
（2）

合計
（うち社外役員）

468
（62）

343
（56）

82
（7）

43
（－）

12
（5）

（e）取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　取締役の個人別の報酬等の内容についての決定（基本報酬、賞与及び株式報酬）につ
いては、上記方針に則り算定されることを前提に、取締役会において個人別の最終的な
配分額の決定について代表取締役社長に委任することの承認を求めるものとします。

イ．当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

（注１）取締役の報酬限度額は、2022年６月24日開催の第24期定時株主総会において、年額６億円以内（う
ち、社外取締役60百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と決議いただ
いております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は８名（うち、社外取締役は３名）であります。
また当該報酬限度額とは別枠で、2021年６月22日開催の第23期定時株主総会において譲渡制限付株式
報酬制度を導入し、本制度に基づき対象となる取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」とい
う。）に対して譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬債権の総額を、年額２億円以内と決
議いただいております。当該株主総会終結時点における対象取締役の員数は５名であります。

（注２）当社の業績連動報酬は、賞与及び譲渡制限付株式報酬であります。賞与については、前事業年度に業
績目標として掲げた税引前利益の達成度合及び前事業年度の個人別業績等に基づき決定された額を毎
事業年度一定の時期に支給しております。また譲渡制限付株式報酬については、各事業年度における
前事業年度に業績目標として掲げた税引前利益に対する達成度合に応じて段階的に定められた株式数
を交付しており、報酬額は、前事業年度の定時株主総会開催日から当事業年度末までの期間に対応し
た金額としております。業績指標として税引前利益を選定した理由は、企業活動で得た利益のみが反
映された値であり、当社グループの経営状態等を最も把握し易いと判断したためであります。算定方
法に関しては、前記「役員報酬等の内容の決定に関する方針等」に記載のとおりであります。
なお、当連結会計年度は、上記の業績目標として掲げた税引前利益7,510百万円に対し、税引前利益
は8,974百万円となりました。
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（注３）監査役の報酬限度額は、2014年１月16日開催の臨時株主総会において、年額40百万円以内と決議い
ただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は３名（うち、社外監査役は2名）であり
ます。

（注４）取締役会は、代表取締役社長 本名　均氏に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取
締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当
社全体の状況を俯瞰すると共に業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門の業績に係る評価を行う者
として代表取締役社長が適していると判断したためであります。
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出席状況、発言状況及び
　　社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役
田村　信

当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席いたしました｡取締役会にお
いて、長年の金融・証券業界における経験に基づく高い識見と経営全般に
わたる幅広い知見から意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確
保するための適切な役割を果たしております。

社外取締役
守田　道明

当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席いたしました｡取締役会にお
いて、長年の金融・証券業界における経験に基づく高い識見と経営全般に
わたる幅広い知見から意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確
保するための適切な役割を果たしております。

社外取締役
木村　滋

当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席いたしました。取締役会にお
いて、長年の電力業界における経験に基づく高い識見と経営全般にわたる
幅広い知見から意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための適切な役割を果たしております。

社外監査役
古城　誠

当事業年度開催の取締役会16回の全てに、また監査役会13回の全てに出席
いたしました。取締役会において、複数の大学において長年、法学の教授
を務めた経験と、経済産業省におけるエネルギー関連委員としての経験か
ら、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
また監査役会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必
要な発言を行っております。

社外監査役
石井　絵梨子

当事業年度開催の取締役会16回の全てに、また監査役会13回の全てに出席
いたしました。取締役会において、日本及び米国ニューヨーク州弁護士と
して培ってこられた企業法務に関する専門知識と豊富な経験から、意思決
定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また監査役
会において、当社の会計処理並びに内部監査について適宜、必要な発言を
行っております。

⑤　社外役員に関する事項
ア．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

社外役員の重要な兼職先と当社の間で、特別な関係はありません。

イ．当事業年度における主な活動状況
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（４）会計監査人の状況
①　名称　　ＰｗＣ Japan有限責任監査法人

②　報酬等の額
ア．公認会計士法第２条第１項の監査業務に係る報酬額

91百万円
イ．当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額

5百万円
（注１）当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないた
め、上記ア．の金額は合計額で記載しております。その他、法定監査以外の任意監査
に係る報酬額が含まれております。

（注２）当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指
針」を踏まえ、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査計画の内容、過年度の
監査実績の検証と評価、会計監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算
出根拠を検証した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を
行っております。

③　非監査業務の内容
該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当
該議案を株主総会に提出いたします。

また監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認めら
れる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。

この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計
監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

⑤　責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

（５）会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。
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科 目 金 額 科 目 金 額
資産

流動資産

現金及び現金同等物

営業債権及びその他の債権

棚卸資産

その他の金融資産

未収還付法人所得税

その他の流動資産

非流動資産

有形固定資産

使用権資産

のれん

無形資産

持分法で会計処理されている投資

その他の金融資産

繰延税金資産

その他の非流動資産
　

63,824

27,569

27,647

2,545

3,635

102

2,322

106,271

43,551

1,197

708

1,486

9,750

46,633

67

2,876　

負債
流動負債 44,342

営業債務及びその他の債務 14,093
借入金 19,996
リース負債 358
その他の金融負債 1,848
未払法人所得税 2,405
引当金 93
その他の流動負債 5,548

非流動負債 48,088
社債及び借入金 34,462
リース負債 1,022
その他の金融負債 716
退職給付に係る負債 949
引当金 3,919
繰延税金負債 5,786
その他の非流動負債 1,231

負債合計 92,431
資本

親会社の所有者に帰属する持分 70,388
資本金 18,381
資本剰余金 18,119
利益剰余金 20,517
自己株式 △113
その他の資本の構成要素 13,483
非支配持分 7,274
資本合計 77,663

資産合計 170,095 負債及び資本合計 170,095

連結財政状態計算書
（2026年３月31日現在）

（単位：百万円）
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科 目 金 額
売上高 169,170
売上原価 149,686

売上総利益 19,484
販売費及び一般管理費 13,453
その他の収益 2,933
その他の費用 1,445
営業利益 7,518
金融収益 1,466
金融費用 495
持分法による投資利益 483
税引前利益 8,974
法人所得税費用 3,788
当期利益 5,186
当期利益の帰属

親会社の所有者 5,332
非支配持分 △146
 当期利益 5,186

連結損益計算書
（自2025年４月１日　至2026年３月31日）

（単位：百万円）
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資産の部）

流動資産
現金及び預金
売掛金
商品
原材料及び貯蔵品
前払費用
未収入金
関係会社短期貸付金
デリバティブ債権
その他

固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品
建設仮勘定

無形固定資産
ソフトウエア
ソフトウエア仮勘定
その他

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
関係会社出資金
関係会社長期貸付金
敷金及び保証金
デリバティブ債権
その他
貸倒引当金　

52,312
22,099
12,166
473
2
38

6,465
3,080
3,088
4,897
73,081
2,328
804
45
49

1,429
617
483
97
37

70,134
3,574
9,662
10,412
31,860
1,975
13,095
5,199
△5,646　

（負債の部）
流動負債 44,586

買掛金 10,323
短期借入金 6,250
１年内返済予定の長期借入金 2,295
未払金 1,235
関係会社預り金 18,872
賞与引当金 146
デリバティブ債務 50
株主優待引当金 93
その他 5,318

固定負債 27,064
社債 11,000
長期借入金 8,876
資産除去債務 179
繰延税金負債 4,488
関係会社長期前受収益 1,231
退職給付引当金 449
その他 839

負債合計 71,651
（純資産の部）

株主資本 42,047
資本金 18,381
資本剰余金 17,756
資本準備金 17,756

利益剰余金 6,023
利益準備金 22
その他利益剰余金 6,001
繰越利益剰余金 6,001

自己株式 △114
評価・換算差額等 11,694
その他有価証券評価差額金 564
繰延ヘッジ損益 11,130

純資産合計 53,742
資産合計 125,393 負債・純資産合計 125,393

貸借対照表
（2026年３月31日現在）

（単位：百万円）
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科 目 金 額
売上高 127,388
売上原価 120,381
売上総利益 7,006

販売費及び一般管理費 7,019
営業損失 12

営業外収益
受取利息 1,224
受取配当金 1,827
為替差益 2,406
デリバティブ利益 1,534
その他 1,201 8,194

営業外費用
支払利息 684
支払手数料 81
貸倒引当金繰入額 1,544
その他 233 2,544
経常利益 5,637

特別利益
抱合せ株式消滅差益 109
買付約定評価引当金戻入額 1,613 1,723

特別損失
関係会社株式及び出資金評価損 1,048
減損損失 438 1,486
税引前当期純利益 5,874
法人税、住民税及び事業税 1,365
法人税等調整額 △19 1,346
当期純利益 4,527

損益計算書
（自2025年４月１日　至2026年３月31日）

（単位：百万円）
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指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士　　善　塲　秀　明
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士　　平　岡　伸　也

独立監査人の監査報告書
2026年５月22日

イーレックス株式会社
取締役会 御中

ＰｗＣ Japan有限責任監査法人
東京事務所

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、イーレックス株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日ま

での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注
記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準
で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、イーレックス株式会社及び連結子会社からなる企業集
団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及
び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ

とにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求め

られる開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるか
どうかを評価し、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の
一部を省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が
ある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で
求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結
計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを
評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲
に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士　　善　塲　秀　明
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士　　平　岡　伸　也

独立監査人の監査報告書
2026年５月22日

イーレックス株式会社
取締役会 御中

ＰｗＣ Japan有限責任監査法人
東京事務所

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、イーレックス株式会社の2025年4月1日から2026年3月

31日までの第28期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並
びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該
計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ

とにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第28期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。

１.監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の
環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要
な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

　また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図
り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する
ために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備
に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シス
テム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各
取組み並びに会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの判断及び理
由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討
を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書
類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）について検討
いたしました。
２.監査の結果

⑴事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも

のと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認

められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部

統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関す
る基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会
社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の
株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とする
ものではないと認めます。

⑤事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利
益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについて
の取締役会の判断およびその理由について、指摘すべき事項は認められません。

⑵計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶連結計算書類の監査結果
会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常 勤 監 査 役 草 野 健 ㊞
社 外 監 査 役 古 城 誠 ㊞
社 外 監 査 役 石 井 絵梨子 ㊞

2026年５月22日
イーレックス株式会社　監査役会

　
以　上
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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株主総会会場ご案内図
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東京ミッドタウン
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トウキョウ
サウスタワー

パシフィック
センチュリー
プレイス

京橋エドグラン 22F
TKPガーデンシティ
PREMIUM京橋

工事中

東京都中央区京橋2丁目2番1号 
京橋エドグラン 22階

TKPガーデンシティ
PREMIUM京橋 ホール22C

会 場

交通機関のご案内

東京メトロ銀座線
「京橋駅」

 7 / 8番出口 
 5番出口 

都営浅草線
「宝町駅」

 A5 / A6出口 

JR各線、東京メトロ丸ノ内線
「東京駅」

  八重洲南口 

東京メトロ有楽町線
「銀座一丁目駅」

 7番出口 

直結0分
徒歩約1分

徒歩約3分

徒歩約5分

徒歩約5分

※�駐車場、駐輪場のご用意はございません
ので、公共の交通機関のご利用をお願い
します。

※本総会において、お土産のご用意はありません。


